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大
覺
國
師
義
天
の
燒
身
供
養

―
―
孝
を
目
的
と
し
た
捨
身
―
―

中
村

慎
之
介

は
じ
め
に

イ
ン
ド
で
誕
生
し
た
佛
敎
は
、
紀
元
前
後
に
中
國
に
傳
來
す
る
と
、
長
い
時
閒
を
か
け
て
中
國
化
し
、
中
國
の
文
化
や
思
想
の
重
要
な

支
柱
の
一
つ
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
中
國
周
邊
の
漢
字
文
化
圈
に
ま
で
波
及
し
た
。
そ
の
傳
播
と
受
容
の
過
程
に
お
い
て
、
中
國
在
來
の

文
化
や
信
仰
と
の
摩
擦
を
經
驗
し
た
こ
と
で
、
漢
字
文
化
圈
の
佛
敎
に
は
特
有
の
變
容
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
儒
敎
で
重
視
さ
れ
る

孝
の
思
想
を
佛
敎
が
受
容
し
、
獨
自
の
孝
倫
理
を
謳
う
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
中
國
化
し
た
佛
敎
に
顯
著
な
特
徵
の
一
つ
と
見
做
せ
よ
う

。
（１）

と
り
わ
け
、
佛
敎
こ
そ
が
孝
の
實
踐
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
、
時
と
し
て
身
體
的
毀
損
を
伴
う
佛
敎
の
實
踐
行
爲
で
あ
る
捨
身
を
、
孝
の

實
踐
と
結
び
つ
け
る
に
至
っ
た
。

本
稿
は
、
捨
身
の
一
例
と
し
て
、
高
麗
（
九
一
八
～
一
三
九
二
）
の
華
嚴
僧
侶
の
大
覺
國
師
義
天

（
一
〇
五
五
～
一
一
〇
一
）
が
行

（２）

な
っ
た
燒
身
供
養
を
取
り
上
げ
、
孝
の
思
想
、
北
宋
佛
敎
界
の
潮
流
、
さ
ら
に
は
彼
自
身
が
屬
す
る
高
麗
王
室
の
動
向
が
、
ど
の
よ
う
に
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彼
の
燒
身
供
養
に
影
響
し
て
い
た
の
か
を
檢
討
す
る
。
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
燒
身
供
養
を
實
踐
し
た
こ
と
が
確
實
視
さ
れ
る
文
獻
上
の
初

例
が
、
義
天
の
燒
身
供
養
で
あ
る
。

義
天
は
高
麗
に
居
な
が
ら
、
海
商
を
媒
介
と
し
て
北
宋
の
華
嚴
宗
僧
侶
淨
源
（
一
〇
一
一
～
一
〇
八
八
）
と
文
通
に
よ
る
交
流
を
重
ね
、

し
か
も
そ
れ
に
飽
き
足
ら
ず
、
實
際
に
北
宋
に
渡
っ
て
數
多
の
善
知
識
と
直
接
交
流
し
、
佛
道
を
探
求
し
た
。
そ
し
て
、
入
宋
前
に
は
求

法
の
た
め
に
、
北
宋
留
學
以
降
に
は
孝
の
實
踐
の
た
め
に
、
燒
身
供
養
を
行
な
っ
た
。
義
天
の
燒
身
供
養
の
目
的
が
入
宋
を
前
後
し
て
變

化
し
た
要
因
と
し
て
、
義
天
と
北
宋
佛
敎
界
と
の
人
的
思
想
的
交
流
と
、
高
麗
に
お
け
る
政
治
的
變
動
が
齎
し
た
義
天
周
邊
の
環
境
の
變

化
と
い
う
二
點
に
着
目
し
、
一
一
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
前
半
に
お
け
る
高
麗
の
歷
史
的
展
開
に
卽
し
て
義
天
の
燒
身
供
養
を
素
描
す

る
。孝

の
實
踐
を
目
的
と
し
た
捨
身
の
實
例
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
刺
血
寫
經
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
燒
身
供
養
に
つ
い
て
論
じ
た
硏
究
は

管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
從
來
の
燒
身
供
養
硏
究
は
、
中
國
及
び
日
本
の
事
例
硏
究
を
中
心
と
し
て
お
り

、
朝
鮮
半
島
の
事

（３）

例
は
檢
討
さ
れ
て
い
な
い
。
硏
究
史
上
の
空
白
地
帶
で
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
の
燒
身
供
養
を
檢
討
す
る
こ
と
は
、
漢
字
文
化
圈
に
お
け
る
燒

身
供
養
の
傳
播
や
受
容
を
考
究
す
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
基
礎
作
業
と
な
ろ
う
。
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第
一
章
、
燒
身
供
養
に
つ
い
て

一
、
燒
身
供
養
の
目
的
と
動
機

周
知
の
よ
う
に
、
燒
身
供
養
と
は
自
利
利
他
の
大
乘
思
想
に
基
づ
き
行
な
わ
れ
る
捨
身
の
一
種
で
あ
り
、
自
身
の
肉
體
に
火
を
放
つ
こ

と
で
佛
・
法
・
僧
の
三
寶
に
供
養
し
、
衆
生
救
濟
や
佛
道
成
就
、
あ
る
い
は
往
生
が
求
め
ら
れ
た
。

燒
身
供
養
を
實
踐
す
る
う
え
で
根
據
と
な
っ
た
佛
典
と
し
て
は
、『
法
華
經
』
藥
王
菩
薩
品
、『
梵
網
經
』、『
華
嚴
經
』

、『
首
楞
嚴
經
』

（４）

等
が
著
名
で
あ
る
。
記
錄
上
で
は
『
法
華
經
』
藥
王
菩
薩
品
に
基
づ
く
燒
身
供
養
の
事
例
が
大
多
數
を
占
め
、『
華
嚴
經
』
等
に
基
づ
く

燒
身
供
養
は
『
法
華
經
』
に
基
づ
く
事
例
に
比
べ
て
數
的
に
壓
倒
さ
れ
て
い
る
（
名
畑
應
順
一
九
三
一
：
二
三
〇
）。

『
法
華
經
』
を
最
高
經
典
と
信
仰
す
る
中
國
天
台
宗
に
お
い
て
は
、
敎
行
雙
修
の
立
場
か
ら
、
燒
身
供
養
に
關
し
て
理
論
的
解
釋
を
深

め
る
だ
け
で
な
く
、
實
踐
す
る
者
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。
殊
に
宋
代
の
天
台
敎
團
に
お
い
て
は
、
中
興
の
祖
で
あ
る
四
明
知
禮
（
九
六

〇
～
一
〇
二
八
）
が
燒
身
供
養
を
實
踐
し
、
知
禮
一
門
の
み
な
ら
ず
知
禮
の
同
門
で
あ
る
慈
雲
遵
式
（
九
六
四
？
～
一
〇
三
二
）
及
び
遵

式
一
門
に
お
い
て
も
燒
身
供
養
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
に

、
燒
身
供
養
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
義
天
は
入
宋

（５）

後
に
天
台
山
を
訪
れ
、
國
淸
寺
に
あ
る
天
台
智
顗
の
浮
屠
を
拜
し
て
、
高
麗
で
傳
習
が
途
絶
え
て
久
し
い
天
台
の
敎
え
を
宣
揚
す
る
こ
と

を
誓
っ
て
い
る
（
義
天
「
大
宋
天
台
塔
下
親
參
發
願
疏
」『
大
覺
國
師
文
集
』
卷
一
四
）。
こ
の
時
、
燒
身
供
養
を
行
な
っ
た
經
驗
の
あ
る

天
台
僧
侶
を
義
天
が
實
見
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
燒
身
供
養
は
捨
身
の
一
種
で
あ
り
、
捨
身
行
と
し
て
の
性
格
を
帶
び
て
い
る
點
に
注
意
を
要
す
る
。
そ
こ
で
、
燒
身
供
養
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を
含
む
捨
身
の
性
質
に
つ
い
て
、
先
學
が
明
か
し
た
こ
と
を
整
理
し
て
示
し
た
い
。

中
國
史
上
の
捨
身
に
關
す
る
先
驅
的
硏
究
で
あ
る
名
畑
應
順
（
一
九
三
一
）
は
、
史
上
に
行
な
わ
れ
た
捨
身
の
種
類
に
つ
い
て
、
捨
身

供
養
・
捨
身
施
與
・
捨
身
往
生
・
捨
身
護
法
と
い
う
區
分
を
提
示
し
て
い
る
。

船
山
徹
（
二
〇
一
九
）
は
文
獻
に
現
れ
る
捨
身
の
語
法
に
着
目
し
、
①
原
義
的
捨
身
：
身
命
を
布
施
（
主
に
出
家
者
）、
②
象
徵
的
捨

身
：
財
物
を
布
施
（
主
に
在
家
者
）、
③
死
と
同
義
語
と
し
て
の
捨
身
、
④
瞑
想
法
と
し
て
の
捨
身
、
の
四
種
類
に
捨
身
を
分
類
す
る
。

名
畑
の
四
分
類
は
い
ず
れ
も
船
山
の
分
類
で
は
「
①
原
義
的
捨
身
」
あ
る
い
は
「
②
象
徵
的
捨
身
」
に
相
當
す
る
。
そ
し
て
「
①
原
義
的

捨
身
」
と
「
②
象
徵
的
捨
身
」
は
複
合
的
に
見
ら
れ
る
。

隋
唐
以
前
の
「
①
原
義
的
捨
身
」
の
目
的
と
動
機
に
つ
い
て
は
、
船
山
徹
（
二
〇
一
九
：
四
〇
八
）
の
表
３
「
原
義
的
捨
身
の
目
的
と

動
機
」
に
お
い
て
、
次
に
列
擧
す
る
よ
う
に
、
更
に
五
種
類
に
類
型
化
さ
れ
る
。

（

）
他
者
を
救
濟
す
る
た
め
の
捨
身
（
飢
餓
や
病
氣
等
か
ら
の
救
濟
）、
捨
身
と
し
て
の
屍
陀
林
葬
（
死
後
の
身
を
鳥
獸
に
施
す
）。

a
（

）
三
寶
を
供
養
す
る
た
め
の
捨
身
（
燒
身
・
燒
臂
・
燒
指
、
刺
血
寫
經
、
自
賣
身
等
）。

b
（

）
求
法
の
た
め
の
捨
身
、
ま
た
は
、
求
法
の
決
意
を
示
す
捨
身
。

c
（

）
肉
體
の
束
縛
か
ら
の
解
放
（
厭
身
厭
世
と
捨
身
往
生
）。

d
（

）

～

の
複
合
タ
イ
プ
。

e

a

d

こ
の
分
類
に
よ
る
と
、
燒
身
供
養
は
語
法
と
し
て
は
「
①
原
義
的
捨
身
」
の
範
疇
で
あ
り
、
目
的
・
動
機
と
し
て
は
「
（

）
三
寶
を

b

供
養
す
る
た
め
の
捨
身
」
に
相
當
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
燒
身
供
養
は
單
に
「
（

）
三
寶
を
供
養
す
る
」
こ
と
を
目
的
・
動
機
と
す

b

る
の
み
な
ら
ず
、「
（

）
三
寶
を
供
養
す
る
」
こ
と
を
通
じ
て
（

）（

）（

）
を
目
的
・
動
機
と
す
る
捨
身
の
一
手
段
で
あ
っ
た

。

b

a

c

d

（６）
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言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
燒
身
供
養
は
（

）
～
（

）
が
複
合
的
に
結
び
つ
い
た
宗
敎
行
爲
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

a

d

本
稿
で
は
「
（

）

他
者
を
救
濟
す
る
た
め
の
捨
身
」
の
目
的
・
動
機
の
一
つ
と
し
て
、
孝
の
實
踐
を
想
定
す
る
。
手
始
め
に
、
孝
と

a

い
う
中
國
傳
統
思
想
と
捨
身
と
い
う
佛
敎
の
思
想
が
如
何
に
し
て
結
び
つ
い
た
の
か
、
次
節
で
檢
討
し
よ
う
。

二
、
佛
敎
と
孝

先
述
の
よ
う
に
、
佛
敎
は
中
國
に
傳
來
し
て
以
來
、
中
國
在
來
の
文
化
・
信
仰
と
の
摩
擦
を
經
驗
し
、
長
い
時
閒
を
か
け
て
中
國
化
し
、

漢
字
文
化
圈
に
定
着
し
た
。
佛
敎
が
中
國
化
す
る
過
程
で
、
佛
敎
を
批
判
す
る
樣
々
の
排
佛
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
な
か
で
も
中
國
に
根

付
い
た
孝
の
立
場
か
ら
の
批
判
は
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。『
孝
經
』
開
宗
明
義
章
に
「
身
體
髮
膚
、
之
を
父
母
に
受
く
、
敢
え
て
毀
傷

せ
ざ
る
は
孝
の
始
め
な
り
。（
身
體
髮
膚
、
受
之
父
母
、
不
敢
毀
傷
、
孝
之
始
也
。
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
親
か
ら
受
け
繼
い
だ
肉
體
を
損

な
わ
な
い
こ
と
が
、
中
國
在
來
の
傳
統
思
想
で
あ
る
儒
敎
に
お
け
る
孝
の
槪
念
の
重
要
な
一
面
で
あ
る
。
こ
の
點
を
め
ぐ
っ
て
佛
敎
は
儒

敎
の
攻
擊
を
受
け
て
き
た
が
（
吉
川
忠
夫
二
〇
〇
二
：
五
～
六
）
、
對
し
て
佛
敎
界
は
孝
を
積
極
的
に
佛
敎
自
身
の
敎
え
と
し
て
宣
揚
し

て
い
く
過
程
を
辿
っ
た
。

木
村
淸
孝
（
二
〇
〇
一
：
一
三
二
）
は
中
國
佛
敎
に
お
け
る
孝
の
受
容
過
程
を
①
儒
佛
一
致
型
、
②
僞
經
作
成
型
、
③
佛
典
活
用
型
の

三
つ
に
分
類
し
て
考
察
し
た
。
そ
し
て
北
宋
の
契
嵩
の
「
孝
論
」（
『
輔
敎
編
』
所
收
）
に
至
る
ま
で
に
、
東
ア
ジ
ア
の
人
々
は
次
第
に
佛

敎
の
孝
倫
理
へ
の
背
反
性
を
見
失
い
、
佛
敎
を
儒
敎
倫
理
に
矛
盾
し
な
い
思
想
と
し
て
捉
え
る
方
へ
と
流
さ
れ
た
と
結
論
付
け
る
。
時
が

經
つ
に
つ
れ
て
佛
敎
界
が
孝
を
標
榜
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
理
解
の
方
向
性
は
正
し
か
ろ
う
が
、
北
宋
の
契
嵩
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

唐
代
半
ば
ま
で
に
中
國
佛
敎
界
は
孝
倫
理
を
取
り
込
ん
で
い
た
。
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麥
谷
邦
夫
（
二
〇
一
八
：
一
五
八
～
一
五
九
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
す
で
に
『
弘
明
集
』
卷
三
所
收
の
東
晉
・
孫
綽
「
喩
道
論
」（
大

正
五
二
・
一
七
下
）
に
お
い
て
、
孝
を
推
奬
す
る
佛
典
が
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
喩
道
論
」
が
想
定
す
る
よ
う
な
孝
の
德
を

説
く
佛
敎
經
典
と
し
て
は
、
盲
目
の
父
母
に
孝
養
を
盡
く
し
た
睒
子
童
子
を
主
人
公
と
す
る
『
睒
子
經
』、
ゴ
ー
タ
マ
が
不
孝
者
で
あ
る

と
の
六
師
外
道
の
非
難
に
應
え
る
べ
く
説
か
れ
て
い
る
傳
・
失
譯
『
大
方
便
佛
報
恩
經
』

、
さ
ら
に
中
國
傳
統
社
會
の
孝
倫
理
を
肯
定

（７）

す
る
僞
經
（
代
表
的
な
も
の
は
僞
經
『
父
母
恩
重
經
』）
が
あ
り
、
吉
川
忠
夫
（
二
〇
〇
二
：
一
二
）
は
、
こ
う
し
た
思
想
潮
流
に
お
け

る
一
つ
の
到
達
點
と
し
て
、
孝
倫
理
の
肯
定
を
佛
敎
敎
義
の
側
面
で
進
め
た
唐
・
宗
密
『
盂
蘭
盆
經
疏
』
を
擧
げ
る
。
宗
密
の
『
盂
蘭
盆

經
疏
』
は
孝
と
佛
敎
を
結
び
つ
け
た
重
要
著
作
と
し
て
、
北
宋
に
至
る
と
盛
ん
に
注
疏
が
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
佛
敎
は
中
國
化
に
伴
い
、
佛
敎
獨
自
の
孝
倫
理
を
謳
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
理
論
の
行
き
着
く
先
は
、
捨
身
こ
そ
が

孝
で
あ
る
と
す
る
極
端
な
主
張
で
あ
り
、
孝
の
た
め
に
自
身
の
身
體
を
燒
く
僧
侶
の
出
現
で
あ
っ
た
。
こ
の
點
に
關
し
て
、
佛
敎
の
理
論

と
實
際
に
燒
身
供
養
し
た
人
物
の
傳
記
と
の
二
方
面
か
ら
檢
討
を
加
え
る
。

佛
敎
の
理
論
と
し
て
は
、
船
山
が
孝
と
捨
身
の
關
係
を
考
察
し
た
結
果
と
し
て
、
孝
と
捨
身
が
相
反
す
る
文
獻
、
反
對
に
兩
者
が
一
致

す
る
文
獻
の
二
種
類
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
關
わ
る
。

捨
身
が
孝
そ
の
も
の
の
實
踐
だ
と
主
張
す
る
文
獻
と
し
て
、
船
山
徹
（
二
〇
一
九
：
四
三
二
）
は
傳
・
失
譯
『
大
方
便
佛
報
恩
經
』

卷
一
、
孝
養
品
（
大
正
三
・
一
二
七
下
）
を
擧
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
燒
身
供
養
の
事
例
で
は
な
い
が
、「
世
界
を
現
世
の
み
に
限
る
な
ら

ば
捨
身
は
時
に
孝
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
方
、
無
始
以
來
の
無
限
の
輪
廻
轉
生
の
す
べ
て
を
議
論
の
對
象
と
す
る
な
ら

ば
、
一
切
の
他
者
存
在
は
何
ら
か
の
形
で
一
度
は
わ
が
父
母
と
な
る
か
ら
、
捨
身
と
は
、
父
母
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
父
母
に
わ
が
身
體

や
命
を
布
施
す
る
行
爲
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
捨
身
は
孝
に
反
す
る
ど
こ
ろ
か
、
孝
の
實
踐
そ
の
も
の
」
だ
と
論
ず
る
（
船
山
徹
二
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〇
一
九
：
四
三
三
）。
さ
ら
に
船
山
は
續
け
て
、
捨
身
が
過
去
世
に
お
け
る
親
へ
の
孝
行
で
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
現
世
の
親
を
悲
し

ま
せ
る
不
孝
で
あ
る
事
實
は
變
わ
ら
ず
、
捨
身
が
孝
の
實
踐
そ
の
も
の
だ
と
す
る
論
理
は
詭
弁
に
過
ぎ
な
い
、
と
一
刀
兩
斷
す
る
の
で
あ

る
が
、
例
え
詭
弁
に
し
ろ
、
傳
・
失
譯
『
大
方
便
佛
報
恩
經
』
卷
一
、
孝
養
品
は
捨
身
と
孝
と
を
積
極
的
に
結
び
つ
け
る
佛
敎
理
論
の
一

つ
の
型
と
し
て
注
目
に
値
し
よ
う
。

孝
の
實
踐
を
目
的
と
し
た
捨
身
の
實
行
を
可
能
と
す
る
佛
敎
敎
理
を
前
提
に
、
實
際
に
孝
の
實
踐
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
た
捨
身
と

し
て
は
、
血
液
に
よ
り
寫
經
す
る
刺
血
寫
經
が
知
ら
れ
る
。
キ
ー
シ
ュ
ニ
ッ
ク
（
二
〇
〇
一
）
は
、
祖
先
や
亡
き
父
母
の
追
善
を
目
的
と

し
て
刺
血
寫
經
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
中
國
の
傳
統
思
想
で
あ
る
孝
と
佛
敎
の
實
踐
行
爲
で
あ
る
捨
身
と
が
結
合
し
た
事
例
と

し
て
、
刺
血
寫
經
を
論
じ
た
先
驅
的
硏
究
成
果
で
あ
る
。
村
田
み
お
（
二
〇
一
三
：
一
九
八
～
二
〇
二
）
は
儒
敎
の
哀
悼
表
現
で
あ
る
哀

毀

と
、
誠
意
や
忠
誠
の
象
徵
と
し
て
の
心
臟
の
血
（
心
血
）
に
注
目
し
、
服
喪
時
の
追
善
行
爲
で
あ
る
刺
血
寫
經
を
、
中
國
傳
統
思
想

（８）
と
佛
敎
的
價
値
觀
と
の
融
合
の
産
物
と
し
て
位
置
付
け
た
。
追
善
を
目
的
と
し
た
刺
血
寫
經
は
、
①
通
常
の
書
寫
の
功
德
の
上
に
、
出
血

に
よ
る
苦
行
と
捨
身
の
功
德
と
を
上
積
み
し
、
②
哀
毀
と
い
う
傳
統
的
孝
の
觀
念
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
二
つ
の
思
想
的
文
脈

に
位
置
付
け
ら
れ
る
（
村
田
み
お
二
〇
一
三
：
二
〇
〇
）、
と
す
る
村
田
の
觀
點
は
孝
の
た
め
の
燒
身
供
養
を
考
究
す
る
う
え
で
示
唆
に

富
む
。

孝
の
實
踐
と
し
て
燒
身
供
養
を
行
な
っ
た
事
例
と
し
て
、
定
蘭
（
？
～
八
五
二
）
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
定
蘭
は
屠
殺
を
生
業
と
し
て

い
た
こ
と
を
悔
い
て
佛
道
に
入
り
、
三
蜀
を
敎
化
し
た
。
父
母
は
以
前
に
亡
く
な
っ
て
い
た
が
、
供
養
す
る
だ
け
の
費
用
を
工
面
で
き
ず
、

命
日
が
訪
れ
る
度
に
慟
哭
し
た
。
そ
う
し
た
わ
け
で
、
裸
で
靑
城
山
に
入
る
と
、
蚊
等
に
好
き
な
だ
け
己
の
血
を
吸
わ
せ
る
捨
身
に
よ
っ

て
亡
き
父
母
の
恩
に
報
い
る
こ
と
と
し
た

。
そ
の
後
に
彼
の
捨
身
行
爲
は
過
激
化
の
一
途
を
辿
る
の
で
あ
る
が
、「
次
に
則
ち
刺
血
寫
經

（９）
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す
。
後
に
則
ち
臂
を
煉
き
、
耳
を
拔
ら
き
目
を
剜
り
、
鷙
鳥
猛
獸
を
餧
飼
す
る
に
至
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
往
生
の
た
め
に
燒
身
し
て
死

に
至
る
ま
で
の
定
蘭
の
一
連
の
捨
身
行
爲
の
中
に
、
刺
血
寫
經
に
續
い
て
「
煉
臂
（
＝
腕
を
燒
く
）」
が
確
認
さ
れ
る

。
こ
れ
は
文
脈
か

（10）

ら
し
て
亡
き
父
母
へ
の
供
養
を
目
的
と
し
た
燒
身
供
養
と
認
め
ら
れ
る
。

捨
身
と
孝
倫
理
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
『
父
母
恩
重
經
』
等
の
僞
經
が
作
成
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
中
國
の
佛
敎
界
で
は
孝
を
め
ぐ
る

葛
藤
が
あ
っ
た
。
孝
の
實
踐
と
し
て
行
な
わ
れ
た
定
蘭
の
燒
身
供
養
は
、
佛
敎
が
中
國
に
定
着
す
る
過
程
で
發
生
し
、
孝
と
佛
敎
と
が
矛

盾
し
な
い
こ
と
を
目
指
し
た
唐
中
期
以
降
の
中
國
佛
敎
界
を
象
徵
す
る
出
來
事
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
孝
の
實
踐
と
し
て
の
燒
身
供
養
が
、

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
次
節
で
は
、
高
麗
の
義
天
が
行
な
っ
た
燒
身
供
養
に
つ
い
て
槪
觀
す
る
。

三
、
義
天
の
燒
身
供
養

義
天
は
そ
の
生
涯
の
う
ち
に
度
々
燒
身
供
養
を
行
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
「
㋑
盂
蘭
盆
の
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
」
、「
㋺
父
母
の

命
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
」
の
二
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
兩
者
を
槪
觀
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

㋑
盂
蘭
盆
の
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養

義
天
「
蘭
盆
日
燒
臂
發
願
疏
」（
『
大
覺
國
師
文
集
』
卷
一
五
、
疏
文
二
）
に
は
、
盂
蘭
盆
の
日
に
義
天
が
求
法
の
た
め
に
自
身
の
臂
を

燒
く
燒
身
供
養
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

右
伏
し
て
以
ら
く
、『
梵
網
』
は
重
法
の
規
を
垂
れ
、
先
に
燒
臂
を
敎
え
、『
楞
嚴
』
は
酬
債
の
範
を
談
じ
、
曲
に
爇
身
を
示
す
。
矧

ぜ
つ
し
ん

ん
や
父
母
の
劬
勞
を
惟
う
に
、
盍
ん
ぞ
精
神
の
哀
懇
を
罄
く
さ
ざ
る
。
某
、
運
は
千
載
に
逢
い
、
業
は
一
乘
を

擅

に
す
。
妙
道

つ

ほ
し
い
ま
ま
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は
人
に
在
り
、
心
を

刳

し
て
斯
に
久
し
と
雖
も
、
玄
言
は

朕

を
絶
し
、
奈
ん
ぞ
墻
に
面
き
て
以
て
多
き
に
居
る
。
屢
し
ば
遊
參

む
な
し
く

き
ざ
し

む

せ
ん
と
欲
し
て
、
每
に
障
㝵
を
看
、
罪
愆
の
深
く
結
ぶ
を
嘆
き
、
敎
法
の
下
衰
す
る
を
悲
し
む
。
若
し
冥
加
に
匪
ざ
れ
ば
、
豈
に
素

願
に
諧
わ
ん
や
。
敢
て
功
を
内
施
に
效
し
、
竊
か
に
應
を
克
誠
に
扣
ぬ
。
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
本
師
世
尊
を
首
と
爲
し
、
多
諸
聖
衆

い
た

た
ず

等
、
慈
悲
を
捨
て
ず
、
哀
憐
し
て
納
受
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。
願
わ
く
は
臀
は
一
炷
を
燒
き
、
今
日
の
良
因
を
賴
り
、
躬
は
百
城
を
歷

し
、
他
年
の
奇
遇
を
遂
げ
し
め
よ
。
眞
風
息
み
て
而
も
復
た
扇
ぎ
、
法
雨
收
ま
り
て
而
も
更
に
䨦
り
、
永
に
圓
宗
を
播
き
、
終
に
全

あ
お

ふ

敎
を
成
せ
ば
、
某
、
歸
命
激
切
の
至
り
な
り
。

右
伏
以
、『
梵
網
』
垂
重
法
之
規
、
先
敎
燒
臂
、『
楞
嚴
』
談
酬
債
之
範
、
曲
示
爇
身
。
矧
惟
父
母
之
劬
勞
、
盍
罄
精
神
之
哀
懇
。
某

運
逢
千
載
、
業
擅
一
乘
。
妙
道
在
人
、
雖
刳
心
而
斯
久
、
玄
言
絶
朕
、
奈
墻
面
以
居
多
。
屢
欲
遊
參
、
每
看
障
㝵
、
嘆
罪
愆
之
深
結
、

悲
敎
法
之
下
衰
。
若
匪
冥
加
、
豈
諧
素
願
。
敢
效
功
於
内
施
、
竊
扣
應
於
克
誠
。
伏
乞
本
師
世
尊
爲
首
、
多
諸
聖
衆
等
、
不
捨
慈
悲
、

哀
憐
納
受
。
願
使
臀
燒
一
炷
、
賴
今
日
之
良
因
、
躬
歷
百
城
、
遂
他
年
之
奇
遇
。
眞
風
息
而
復
扇
、
法
雨
收
而
更
䨦
、
永
播
圓
宗
、

終
成
全
敎
、
某
歸
命
激
切
之
至
。

右
の
史
料
中
に
見
え
る
「
躬
歷
百
城
」
は
、
善
財
童
子
が
數
多
の
善
知
識
を
訪
ね
た
『
華
嚴
經
』
入
法
界
品
を
踏
ま
え
て
い
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
善
財
童
子
は
東
晉
・
佛
陀
跋
陀
羅
譯
『
華
嚴
經
』
入
法
界
品
の
求
道
の
旅
に
お
い
て
、
婆
羅
門
の
方
便
命
の
敎
え
に
從
っ
て

刀
山
に
登
り
、
火
の
海
に
投
身
し
て
い
る
。「
躬
歷
百
城
」
以
下
は
善
財
童
子
に
義
天
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
、
善
知
識
を
訪
ね
る
こ
と
を

誓
願
し
て
い
る
と
讀
み
取
れ
る
。
燒
身
供
養
は
、
本
來
は
目
に
見
え
な
い
は
ず
の
求
法
へ
の
強
い
想
い
を
、
火
傷
と
い
う
形
で
可
視
化
す

る
行
爲
で
あ
る
。
義
天
が
出
國
前
に
燒
身
供
養
を
實
行
し
た
の
は
、
北
宋
で
出
會
う
こ
と
に
な
る
善
知
識
た
ち
に
自
身
の
覺
悟
を
文
字
通

り
見
せ
る
意
圖
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

。
（11）
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「
他
年
之
奇
遇
」
は
具
體
的
に
は
入
宋
求
法
を
指
す
。
義
天
に
と
っ
て
入
宋
求
法
は
長
年
に
亘
る
宿
願
で
あ
っ
た
。
義
天
は
父
・
文
宗

（
在
位
一
〇
四
六
～
一
〇
八
三
）
の
生
前
に
入
宋
求
法
を
願
っ
た
が
許
し
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
、
そ
し
て
文
宗
が
亡
く
な
り
、
つ
い
で
卽

位
し
た
兄
の
順
宗
（
在
位
一
〇
八
三
）
が
在
位
數
ヶ
月
で
病
死
し
、
も
う
一
人
の
兄
が
卽
位
し
て
宣
宗
（
在
位
一
〇
八
三
～
一
〇
九
四
）

と
な
る
と
、
王
弟
の
義
天
は
宣
宗
に
宿
願
で
あ
る
入
宋
を
幾
度
も
要
請
し
た
が
、
群
臣
の
反
對
に
遭
い
許
可
が
下
り
な
か
っ
た
（
『
高
麗

史
節
要
』
卷
六
、
宣
宗
二
年
夏
四
月
條
）。「
屢
欲
遊
參
、
每
看
障
㝵
」
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
指
す
。

宣
宗
元
年
（
一
〇
八
四
）
七
月
に
燒
身
供
養
を
し
た
義
天
は
、
翌
宣
宗
二
年
（
一
〇
八
五
）
四
月
に
密
航
と
い
う
強
硬
手
段
に
よ
っ
て

高
麗
を
出
國
し
、
入
宋
す
る
に
至
っ
た

。
義
天
は
宋
の
數
多
く
の
善
知
識
と
交
流
し
、
宣
宗
三
年
六
月
（
一
〇
八
六
）
に
佛
典
・
經
書

（12）

約
一
〇
〇
〇
卷
を
携
え
て
歸
國
す
る
と
、
高
麗
の
首
都
・
開
京
の
興
王
寺
に
敎
藏
都
監
を
設
置
し
、
遼
・
宋
・
日
本
よ
り
收
集
し
た
佛
典

類
を
刊
行
し
た

。
（13）

右
の
「
蘭
盆
日
燒
臂
發
願
疏
」
か
ら
は
、
義
天
の
燒
身
供
養
の
思
想
的
根
據
が
『
梵
網
經
』
、『
首
楞
嚴
經
』
、『
華
嚴
經
』
入
法
界
品
で

あ
っ
た
と
、
一
先
ず
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
燒
身
供
養
の
根
據
と
な
っ
た
典
型
的
な
佛
典
で

あ
る
。

㋺
父
母
の
命
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養

仁
宗
三
年
（
一
一
二
五
）
七
月
に
、
肅
宗
（
在
位
一
〇
九
五
～
一
一
〇
五
）
の
第
四
子
で
あ
り
義
天
の
弟
子
で
あ
る
華
嚴
僧
の
澄
儼
（
一

〇
九
〇
～
一
一
四
一
）
等
の
上
奏
を
受
け
、
義
天
の
行
狀
を
も
と
に
金
富
軾
が
作
成
し
た
「
高
麗
國
五
冠
山
大
華
嚴
靈
通
寺
贈
諡
大
覺
國

師
碑
銘
幷
序
」（
以
下
「
靈
通
寺
碑
」
と
略
す
）
は
、
義
天
が
亡
き
父
母
の
命
日
に
自
身
の
腕
を
燒
い
て
供
養
と
し
て
い
た
こ
と
を
記
す
。
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又
た
天
性
至
孝
、
善
く
父
母
を
養
い
て
怠
ら
ず
。
其
の
亡
に
及
べ
ば
則
ち
思
い
を
窮
め
情
を
畢
く
し
、
以
て
功
德
を
營
み
、
自
ら
臂

つ

を
燒
く
に
至
る
。
後
諱
日
に
値
た
る
も
亦
た
之
の
如
し
。

あ

又
天
性
至
孝
、
善
養
父
母
不
怠
。
及
其
亡
則
窮
思
畢
情
、
以
營
功
德
、
至
自
燒
臂
。
後
値
諱
日
亦
如
之
。

義
天
の
父
の
文
宗
は
文
宗
三
七
年
（
一
〇
八
三
）
七
月
一
八
日
に
、
母
の
仁
睿
太
后
は
宣
宗
九
年
（
一
〇
九
二
）
九
月
二
日
に
そ
れ
ぞ

れ
亡
く
な
っ
て
い
る

。
先
に
見
た
よ
う
に
、
文
宗
の
一
周
忌
に
當
た
る
宣
宗
元
年
七
月
に
義
天
が
行
な
っ
た
燒
身
供
養
は
求
法
を
目
的

（14）

と
し
て
い
た
（
㋑
盂
蘭
盆
の
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
）。
一
方
で
、
翌
年
四
月
か
ら
義
天
は
入
宋
留
學
し
、
宣
宗
三
年
六
月
に
歸
國
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
㋺
父
母
の
命
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
」
は
義
天
の
留
學
後
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
㋺
父
母
の
命
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
」
が
「
天
性
至
孝
」、
つ
ま
り
は
義
天
の
生
ま
れ
持
っ
た
孝
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
評
價

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
生
前
に
父
母
を
養
っ
て
死
後
に
追
善
を
行
な
う
こ
と
は
、『
禮
記
』
祭
統
篇
「
孝
子
の
親
に
事
う
る

や
三
道
有
り
。
生
け
る
と
き
は
則
ち
養
い
、
沒
す
る
と
き
は
則
ち
喪
し
、
喪
畢
る
と
き
は
則
ち
祭
る
。（
孝
子
之
事
親
也
、
有
三
道
焉
。

生
則
養
、
沒
則
喪
、
喪
畢
則
祭
）
」、
あ
る
い
は
『
孝
經
』
喪
親
章
「
之
が
宗
廟
を
爲
り
、
鬼
を
以
て
之
を
享
す
。
春
秋
に
祭
祀
し
、
時
を

以
て
之
を
思
う
。
（
爲
之
宗
廟
、
以
鬼
享
之
、
春
秋
祭
祀
、
以
時
思
之
）
」、
ま
た
同
「
生
き
て
は
愛
敬
を
事
と
し
、
死
し
て
は
哀
慼
を
事

と
す
。（
生
事
愛
敬
、
死
事
哀
慼
）」
等
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
「
靈
通
寺
碑
」
の
撰
者
で
あ
り
儒
者
で
あ
る
金
富
軾
の
立
場
か
ら
し
て

孝
と
稱
す
る
こ
と
に
疑
問
を
差
し
挾
む
余
地
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
記
事
か
ら
は
、
義
天
が
父
母
の
命
日
に
燒
身
供
養
を
行
な

っ
て
い
た
と
い
う
歷
史
的
事
實
の
み
な
ら
ず
、
後
世
の
高
麗
の
人
々
に
よ
り
、
そ
れ
が
孝
の
實
踐
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
義
天
の
二
種
類
の
燒
身
供
養
を
前
述
し
た
船
山
徹
の
分
類
に
當
て
は
め
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
も
語
義
的
に
は
「
①
原
義
的
捨
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身
」
に
相
當
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
・
動
機
に
着
目
す
る
と
、「
㋑
盂
蘭
盆
の
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
」
は
（

）（

）
の
複
合

b

c

型
で
あ
り
、「
㋺
父
母
の
命
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
」
は
（

）（

）
の
複
合
型
で
あ
る
。

a

b

一
見
す
る
と
北
宋
留
學
前
に
實
施
さ
れ
た
「
㋑
盂
蘭
盆
の
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
」
に
孝
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
先
祖
の
追
福

を
願
う
盂
蘭
盆
の
日
に
燒
身
供
養
を
行
な
う
こ
と
は
、
佛
に
對
し
て
の
み
な
ら
ず
、
生
前
入
宋
に
反
對
し
て
い
た
父
・
文
宗
に
對
し
て
入

宋
求
法
の
決
意
の
程
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
反
面
、
む
し
ろ
亡
き
父
の
意
向
に
逆
ら
っ
て
ま
で
し
て
北
宋
へ
渡
る
こ
と
を
決
心
し
た
こ
と

へ
の
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
北
宋
留
學
以
降
に
實
施
さ
れ
た
「
㋺
父
母
の
命
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
」
は

孝
の
實
踐
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
求
法
と
い
う
目
的
を
果
た
し
て
歸
國
し
た
以
上
、
義
天
は
二
度
と
燒
身
供
養
を
營
む
必
要
が
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
義

天
の
燒
身
供
養
の
目
的
・
動
機
に
轉
換
を
齎
し
た
要
因
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
な
ぜ
歸
國
後
も
燒
身
供
養
を
行
な
っ
た
の
か
、

次
章
以
降
に
檢
討
し
た
い
。

筆
者
は
そ
の
要
因
と
し
て
、
孝
と
結
び
つ
い
て
佛
典
を
解
釋
す
る
北
宋
佛
敎
界
の
潮
流
の
受
容
と
、
義
天
自
身
を
取
り
卷
く
環
境
の
變

化
を
想
定
す
る
。
以
下
、
第
二
章
で
は
前
者
を
論
じ
、
第
三
章
で
は
後
者
を
論
ず
る
。
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第
二
章
、
北
宋
佛
敎
界
の
潮
流
と
義
天

一
、
靈
芝
元
照
の
燒
身
供
養
に
對
す
る
態
度

義
天
の
燒
身
供
養
の
目
的
が
入
宋
を
前
後
し
て
變
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
燒
身
供
養
へ
の
關
心
を
抱
い
て
い
た
宋
人
僧
侶
と
の
交
流

が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
節
で
は
、
孝
倫
理
に
引
き
付
け
て
『
盂
蘭
盆
經
』
を
解
釋
し
た
『
盂
蘭
盆
經
疏
新
記
』
を
著
し
、
ま
た
南

山
律
中
興
の
祖
と
し
て
著
名
な
學
僧
で
あ
る
靈
芝
元
照
（
一
〇
四
八
～
一
一
一
六
）
の
燒
身
供
養
觀
に
注
目
し
、
義
天
と
北
宋
佛
敎
界
と

の
思
想
的
交
流
の
一
端
を
示
す

。
（15）

北
宋
へ
渡
っ
た
義
天
が
直
接
交
流
し
た
數
多
の
僧
侶
の
な
か
で
も
、
元
照
は
義
天
へ
與
え
た
影
響
が
大
き
い
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
義

天
が
歸
國
直
前
に
作
成
し
た
「
至
本
國
境
上
乞
罪
表
」
に
お
い
て
、
義
天
は
入
宋
後
に
法
相
宗
・
華
嚴
宗
・
天
台
宗
・
南
山
律
を
學
ん
だ

こ
と
を
朝
廷
に
報
告
し
て
お
り

、
そ
の
う
え
歸
國
後
の
義
天
は
「
傳
賢
首
敎
觀
兼
講
天
台
敎
觀
・
南
山
律
鈔
・
因
明
等
論
」
を
稱
號
の

（16）

一
部
と
し
て
い
る
（
『
圓
宗
文
類
』
卷
一
）。
中
國
佛
敎
史
上
に
南
山
律
中
興
の
祖
と
評
さ
れ
る
元
照
の
も
と
で
學
ん
だ
こ
と
は
、
義
天
の

誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

吉
水
岳
彦
（
二
〇
一
五
：
五
七
）
は
、
元
照
が
義
天
の
華
嚴
の
師
で
あ
る
淨
源
と
同
時
期
に
祥
符
寺
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
し
、

さ
ら
に
、
義
天
が
元
照
の
も
と
で
律
の
講
義
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
要
因
の
一
つ
に
淨
源
と
元
照
と
の
深
い
關
係
性
を
想
定
し
て
い
る

が
、
傾
聽
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
、
元
照
は
義
天
が
交
流
し
た
僧
侶
の
な
か
で
も
燒
身
供
養
へ
の
見
解
を
殘
し
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
中
國
天
台
宗
の
燒
身
供
養
觀
を
尊
重
す
る
人
物
で
あ
っ
た
點
で
重
要
で
あ
る
。
高
麗
に
天
台
宗
を
創
設
し
た
義
天
に
と
っ
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て
、
天
台
の
立
場
を
尊
重
す
る
元
照
の
燒
身
供
養
觀
が
受
容
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。

元
照
の
燒
身
供
養
に
對
す
る
見
解
は
、
彼
の
主
著
『
四
分
律
行
事
鈔
資
持
記
』（
以
下
『
資
持
記
』
と
略
す
）
卷
中
一
下
、
殺
戒
（
大

正
四
〇
・
二
八
五
上
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。
元
照
は
ま
ず
唐
の
義
淨
（
六
三
五
～
七
一
三
）
の
燒
身
否
定
論
に
對
し
て
批
判
的
檢
討
を
加

え
、
續
け
て
義
淨
説
を
否
定
し
た
天
台
第
六
祖
荊
溪
湛
然
（
七
一
一
～
七
八
二
）
の
見
解
を
示
す

。
そ
し
て
元
照
の
結
論
は
以
下
の
通

（17）

り
で
あ
る
。

今
義
を
以
て
判
じ
、
且
に
三
例
を
爲
す
べ
し
。

一
、
若
し
本
よ
り
白
衣
な
ら
ば
、
言
限
に
在
ら
ず
。
或
い
は
全
く
受
戒
せ
ざ
る
も
の
、
此
れ
經
中
に
依
る
に
、
足
指
供
養
は
、
國
城

を
施
す
に
勝
る
。
も
し
梵
網
に
依
ら
ば
、
直
ち
に
大
戒
を
受
け
、
體
に
順
い
持
を
奉
ず
。
之
を
然
く
は

彌
よ
善
し
。

や

い
よ
い

二
、
若
し
單
に
小
戒
を
受
け
ば
、
位
は
比
丘
に
局
る
。
燒
か
ざ
れ
ば
則
ち
本
に
順
い
持
を
成
す
。
燒
け
ば
則
ち
篇
に
依
っ
て
犯
を
結

ぶ
。

三
、
若
し
兼
ね
て
大
戒
を
受
く
れ
ば
、
出
家
菩
薩
と
名
づ
く
。
燒
け
ば
則
ち
持
を
成
し
、
燒
か
ざ
れ
ば
犯
を
成
す
。
或
る
ひ
と
は
小

を
先
と
し
大
を
後
と
し
、
或
る
ひ
と
は
大
を
先
と
し
小
を
後
と
す
る
も
、
竝
び
に
大
判
に
從
え
ば
、
律
儀
を
犯
さ
ず
。
此
く
の
若
く

以
て
明
ら
か
な
れ
ば
、
粗
ぼ
進
否
を
分
か
つ
。
豈
に
雷
同
し
て
一
槪
に
頓
に
斥
け
て
非
と
爲
す
を
得
ん
や
。
然
る
に
勇
暴
の
夫
有
り
。

情
は
矯
誑
に
存
し
、
人
の
利
養
を
邀
め
て
、
世
の
聲
名
を
規
り
、
故
ら
に
法
門
を
壞
つ
は
、
乃
ち
佛
敎
の
大
賊
に
し
て
、
自
ら
形
體

も
と

は
か

こ
ぼ

を
殘
す
。
實
に
儒
宗
の
逆
人
に
し
て
、
直
ち
に
是
れ
惡
因
な
ら
ん
。
終
に
善
報
無
き
も
、
今
時
頗
る
盛
ん
。
聾
俗
豈
に
知
ら
ん
や
。

げ

則
ち
義
淨
の
誡
も
、
亦
た
取
る
有
る
か
な
。

今
以
義
判
、
且
爲
三
例
。
一
、
若
本
白
衣
、
不
在
言
限
。
或
全
不
受
戒
、
此
依
經
中
、
足
指
供
養
、
勝
施
國
城
。
若
依
梵
網
、
直
受
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大
戒
、
順
體
奉
持
。
然
之
彌
善
。
二
、
若
單
受
小
戒
、
位
局
比
丘
。
不
燒
則
順
本
成
持
。
燒
則
依
篇
結
犯
。
三
、
若
兼
受
大
戒
、
名

出
家
菩
薩
。
燒
則
成
持
、
不
燒
成
犯
。
或
先
小
後
大
、
或
先
大
後
小
、
竝
從
大
判
、
不
犯
律
儀
。
若
此
以
明
、
粗
分
進
否
。
豈
得
雷

同
一
槪
頓
斥
爲
非
。
然
有
勇
暴
之
夫
。
情
存
矯
誑
、
邀
人
利
養
、
規
世
聲
名
、
故
壞
法
門
、
乃
佛
敎
之
大
賊
、
自
殘
形
體
。
實
儒
宗

之
逆
人
、
直
是
惡
因
。
終
無
善
報
、
今
時
頗
盛
。
聾
俗
豈
知
。
則
義
淨
之
誡
、
亦
有
取
矣
。

右
の
引
用
史
料
中
に
見
え
る
「
篇
」
は
波
羅
提
木
叉
の
五
篇
（
波
羅
夷
、
僧
殘
、
波
逸
提
、
波
羅
提
提
舍
尼
、
突
吉
羅
）
を
指
す
。
つ

ご

ひ

ん

ま
る
と
こ
ろ
元
照
は
、『
梵
網
經
』
の
菩
薩
戒
を
受
け
た
者
が
燒
身
供
養
を
行
な
っ
た
場
合
は
『
梵
網
經
』
の
敎
え
と
一
致
し
た
も
の
と

し
て
認
め
る
立
場
を
取
る
一
方
で
、
利
益
や
名
譽
の
た
め
に
燒
身
供
養
し
て
法
門
を
毀
損
す
る
者
が
絶
え
な
い
現
狀
を
踏
ま
え
る
と
、
義

淨
の
意
見
に
も
一
理
あ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。

宋
代
の
燒
身
供
養
を
論
じ
た
林
鳴
宇
（
二
〇
〇
五
：
三
三
五
～
三
三
六
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
後
世
に
天
台
宗
山
外
派
と
目
さ
れ
る

學
匠
の
神
智
從
義
（
一
〇
四
二
～
一
〇
九
一
）
は
、『
三
大
部
補
注
』
に
お
い
て
義
淨
『
南
海
寄
歸
内
法
傳
』
や
そ
れ
を
支
持
す
る
道
誠

『
釋
氏
要
覽
』
の
燒
身
否
定
論
を
批
判
し
た
。
當
時
の
天
台
僧
侶
が
批
判
し
て
い
た
義
淨
の
見
解
に
對
し
て
元
照
が
一
定
程
度
の
理
解
を

示
し
て
い
る
點
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
元
照
の
燒
身
供
養
觀
は
槪
ね
天
台
の
立
場
を
尊
重
す
る
も
の
と
い
え
る
。

二
、『
梵
網
經
』
と
『
盂
蘭
盆
經
』
と
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
孝

元
照
『
芝
苑
遺
編
』
卷
之
下
に
收
錄
さ
れ
る
「
爲
義
天
僧
統
開
講
要
義
」
は
、
元
照
自
身
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
あ
る
い
は

義
天
へ
の
影
響
を
考
察
す
る
た
め
に
着
目
さ
れ
て
き
た
史
料
で
あ
る
。
こ
の
講
義
は
、
元
豐
八
年
（
一
〇
八
五
）
一
二
月
二
八
日
、
義
天

と
そ
の
弟
子
の
壽
介
、
そ
し
て
館
伴
の
楊
傑
に
對
し
て
行
な
わ
れ
た
。
「
講
に
曰
わ
く
、
現
に
講
じ
た
る
『
四
分
律
刪
補
羯
磨
疏
』
正
に
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第
三
卷
に
當
た
り
、
無
作
戒
體
を
明
ら
か
に
す
べ
き
も
、
今
日
更
に
文
を
進
め
ず
。
律
宗
の
綱
要
を
略
敍
せ
ん
。（
講
曰
、
現
講
『
四
分

律
刪
補
羯
磨
疏
』
正
當
第
三
卷
、
明
無
作
戒
體
、
今
日
更
不
進
文
。
略
敍
律
宗
綱
要
。
）」
と
道
宣
『
四
分
律
刪
補
隨
機
羯
磨
疏
』
を
講
じ

た
後
、
南
山
律
の
神
髓
と
淨
土
信
仰
の
勸
め
と
を
滔
滔
と
講
義
し
て
い
る
。

こ
の
講
義
に
お
い
て
、
燒
身
供
養
の
根
據
と
さ
れ
た
『
梵
網
經
』
と
『
首
楞
嚴
經
』
に
つ
い
て
元
照
が
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
『
梵

網
經
』
に
つ
い
て
は
元
照
「
爲
義
天
僧
統
開
講
要
義
」
に
、

是
の
故
に
如
來
始
め
て
摩
竭
提
國
菩
提
樹
下
に
於
い
て
、
無
上
正
覺
を
成
し
、
初
め
て
菩
薩
波
羅
提
木
叉
を
結
ぶ
。
卽
ち
十
重
四
十

八
輕
、
心
念
を
禁
防
し
、
心
地
法
門
の
圓
頓
妙
戒
と
爲
す
。
此
れ
大
乘
に
卽
せ
ば
戒
を
以
て
先
と
爲
す
な
り
。
大
敎
の
門
中
に
、
廣

大
に
し
て
包
攝
し
、
以
て
比
丘
・
比
丘
尼
・
國
王
・
太
子
・
天
人
・
鬼
畜
に
至
る
ま
で
、
但
だ
法
師
語
を
解
す
る
者
は
、
皆
戒
を
受

く
る
を
得
。
是
の
故
に
西
天
國
王
は
位
に
登
り
、
大
臣
は
職
を
受
く
れ
ば
、
皆
先
に
受
を
求
む
。
故
に
『
戒
經
』
に
云
は
く
「
欲
す

る
に
國
王
位
を
受
く
る
時
、
轉
輪
王
位
を
受
く
る
時
、
百
官
位
を
受
く
る
時
、
應
に
先
に
菩
薩
戒
を
受
く
べ
し
。
一
切
鬼
神

王
身

百
官
の
身
を
救
護
し
、
諸
佛
歡
喜
す
。
」
等
、
是
れ
知
る
、
凡
そ
佛
を
學
ぶ
者
は
、
道
俗
を
論
ず
る
無
く
、
皆
須
く
戒
を
受
く
べ
き

な
り
。

是
故
如
來
始
於
摩
竭
提
國
菩
提
樹
下
、
成
無
上
正
覺
、
初
結
菩
薩
波
羅
提
木
叉
。
卽
十
重
四
十
八
輕
、
禁
防
心
念
、
爲
心
地
法
門
圓

頓
妙
戒
。
此
卽
大
乘
以
戒
爲
先
也
。
大
敎
門
中
、
廣
大
包
攝
、
以
至
比
丘
・
比
丘
尼
・
國
王
・
太
子
・
天
人
・
鬼
畜
、
但
解
法
師
語

者
、
皆
得
受
戒
。
是
故
西
天
國
王
登
位
、
大
臣
受
職
、
皆
先
求
受
。
故
『
戒
經
』
云
「
欲
受
國
王
位
時
、
受
轉
輪
王
位
時
、
百
官
受

位
時
、
應
先
受
菩
薩
戒
。
一
切
鬼
神
救
護
王
身
百
官
之
身
、
諸
佛
歡
喜
。」
等
、
是
知
、
凡
學
佛
者
、
無
論
道
俗
、
皆
須
受
戒
也
。

と
述
べ
て
い
る
。
義
天
は
『
梵
網
經
』
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
れ
は
義
天
が
歸
國
後
、『
盂
蘭
盆
經
』
を
講
義
し
た
際
に
作
成
し
た
「
講
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『
蘭
盆
經
』
發
辭
」
に
お
い
て
、「
『
梵
網
經
』
は
大
乘
戒
で
あ
り
孝
の
極
致
で
あ
る
、
も
し
適
切
な
手
段
に
よ
っ
て
恩
德
を
後
世
に
傳
え

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、『
盂
蘭
盆
經
』
に
説
か
れ
る
こ
と
は
肝
心
で
あ
る
」

と
大
い
に
謳
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
講
『
蘭
盆

（18）

經
』
發
辭
」
は
、
義
天
の
思
想
に
お
い
て
『
梵
網
經
』
と
『
盂
蘭
盆
經
』
と
が
孝
を
媒
介
と
し
て
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
あ

り
あ
り
と
物
語
っ
て
い
る

。
（19）

さ
ら
に
義
天
「
『
遺
敎
經
』
罷
講
辭
」（
『
大
覺
國
師
文
集
』
卷
三
・
辭
）
に
「
又
た
『
涅
槃
經
』
に
云
は
く
、「
壯
色

停
ま
ら
ざ
る
こ

と
、
猶
お
奔
馬
の
如
し
。
人
命

常
無
き
こ
と
、
山
水
に
過
ぐ
。
今
日
存
す
と
雖
も
、
明
亦
た
〔
保
ち
難
し
〕。」（
又
『
涅
槃
經
』
云
、「
壯

色
不
停
、
猶
如
奔
馬
。
人
命
無
常
、
過
於
山
水
。
今
日
雖
存
、
明
亦
〔
難
保
〕
。
」）
と
『
涅
槃
經
』
の
引
用
と
し
て
示
し
て
い
る
の
は
實

の
と
こ
ろ
『
梵
網
經
』
梵
網
菩
薩
戒
序
「
壯
色
不
停
、
猶
如
奔
馬
。
人
命
無
常
、
過
於
山
水
。
今
日
雖
存
、
明
亦
難
保
。」
（
大
正
二
四
・

一
〇
〇
三
上
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
義
天
が
『
梵
網
經
』
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
箇
所
に
對
應
す
る
曇
無

讖
譯
『
涅
槃
經
』
の
箇
所
は
、
卷
二
三
「
人
命
不
停
、
過
於
山
水
。
今
日
雖
存
、
明
亦
難
保
。
云
何
縱
心
令
住
惡
法
。
壯
色
不
停
、
猶
如

奔
馬
。」（
大
正
一
二
・
四
九
八
下
）
で
あ
り
、
語
順
は
異
な
る
が
同
内
容
で
あ
る
。

『
涅
槃
經
』
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
『
梵
網
經
』
の
同
内
容
の
文
を
引
用
し
て
し
ま
う
と
い
う
ミ
ス
は
、
義
天
が
典
據
を
一
々
確
認
し

た
の
で
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
得
な
い
。
義
天
は
「
壯
色
不
停
、
猶
如
奔
馬
。
人
命
無
常
、
過
於
山
水
。
今
日
雖
存
、
明
亦
難
保
」
を
暗
唱

し
て
お
り
、
且
つ
意
味
内
容
と
經
典
名
を
紐
づ
け
て
理
解
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
如
上
の
過
ち
を
犯
す
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
義
天

が
『
梵
網
經
』
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
、
そ
の
誤
り
の
仕
方
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

元
照
が
義
天
に
行
な
っ
た
講
義
に
お
い
て
、
燒
身
供
養
へ
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
梵
網
經
』
重
視
の
姿
勢
が

義
天
に
認
め
ら
れ
る
以
上
、
義
天
に
對
す
る
元
照
の
影
響
力
は
無
視
で
き
な
い
。
な
お
、『
梵
網
經
』
と
『
盂
蘭
盆
經
』
と
を
有
機
的
に
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關
連
付
け
た
著
作
と
し
て
『
新
編
諸
宗
敎
藏
總
錄
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
元
照
『
盂
蘭
盆
經
疏
新
記
』
が
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
義
天
の
思
考
に
お
い
て
『
梵
網
經
』
と
『
盂
蘭
盆
經
』
と
が
孝
を
軸
と
し
て
結
び
つ
く
の
は
、
元
照
の

影
響
を
そ
の
一
因
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
燒
身
供
養
を
推
奬
す
る
と
さ
れ
る
經
典
の
『
梵
網
經
』
が
孝
を
媒
介

と
し
て
『
盂
蘭
盆
經
』
と
結
び
つ
く
中
國
佛
敎
界
の
思
想
潮
流
を
受
容
し
た
こ
と
は
、
義
天
の
行
な
っ
た
燒
身
供
養
の
動
機
が
求
法
か
ら

孝
の
實
踐
へ
と
質
的
に
變
化
す
る
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

三
、『
盂
蘭
盆
經
』
と
燒
身
供
養

本
節
で
は
、『
盂
蘭
盆
經
』
と
燒
身
供
養
の
關
係
に
つ
い
て
考
察
す
る

。
一
一
世
紀
の
北
宋
佛
敎
界
に
お
い
て
、『
盂
蘭
盆
經
』
の
解

（20）

釋
を
め
ぐ
り
議
論
が
深
め
ら
れ
て
い
た
（
吉
水
岳
彦
二
〇
一
五
：
九
八
）。
な
か
で
も
唐
・
宗
密
『
盂
蘭
盆
經
疏
』
の
影
響
は
強
く
、
北

宋
で
は
遇
榮
『
盂
蘭
盆
經
疏
孝
衡
鈔
』
や
元
照
『
盂
蘭
盆
經
疏
新
記
』
等
の
宗
密
疏
に
對
す
る
硏
究
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
義
天
編
『
新
編
諸
宗
敎
藏
總
錄
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
盂
蘭
盆
經
』
を
孝
の
立
場
か
ら
解
釋
す
る
こ
と
は
す
で
に

北
宋
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
具
體
的
に
は
元
照
の
理
解
で
あ
っ
た
。

『
盂
蘭
盆
經
』
か
ら
燒
身
供
養
に
繫
が
る
箇
所
を
探
す
な
ら
ば
、
以
下
の
箇
所
で
あ
ろ
う
。

佛

目
蓮
に
告
ぐ
ら
く
、
「
十
方
の
衆
僧
よ
、
七
月
十
五
日
、
僧
自
恣
の
時
に
於
い
て
、
當
に
七
世
父
母
、
及
び
現
在
の
父
母
の
厄

難
中
の
者
の
爲
に
、
飯
・
百
味
・
五
果
、
汲
灌
・
盆
器
、
香
油
・
錠
燭
、
床
敷
・
臥
具
を
具
え
、
世
の
甘
美
を
盡
く
し
、
以
て
盆
中

に
著
し
、
十
方
の
大
德
衆
僧
を
供
養
す
べ
し
。」

佛
告
目
蓮
、
「
十
方
衆
僧
、
於
七
月
十
五
日
、
僧
自
恣
時
、
當
爲
七
世
父
母
、
及
現
在
父
母
厄
難
中
者
、
具
飯
百
味
五
果
、
汲
灌
盆
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器
、
香
油
錠
燭
、
床
敷
臥
具
、
盡
世
甘
美
、
以
著
盆
中
、
供
養
十
方
大
德
衆
僧
。」（
大
正
一
六
・
七
七
九
下
）

餓
鬼
道
に
墜
ち
た
母
の
救
濟
を
訴
え
た
目
連
に
佛
陀
が
告
げ
た
の
は
、
七
世
父
母
と
現
在
の
父
母
で
厄
難
に
陷
る
者
を
救
濟
す
る
た
め

に
飮
食
や
香
油
・
錠
燭
や
臥
具
等
を
盆
に
載
せ
て
全
て
の
僧
侶
を
供
養
す
る
布
施
の
奬
勵
で
あ
っ
た
。

先
述
の
如
く
、
村
田
み
お
（
二
〇
一
三
：
一
九
八
～
二
〇
二
）
が
論
ず
る
よ
う
に
、「
（

）
三
寶
を
供
養
す
る
た
め
の
捨
身
」
の
一
種

b

で
あ
る
刺
血
寫
經
は
、
通
常
の
寫
經
の
功
德
に
、
苦
行
と
捨
身
の
功
德
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
よ
り
手
厚
い
追
善
と
し
、
さ
ら
に
は
儒
敎

の
哀
毀
と
も
重
な
る
孝
の
實
踐
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

刺
血
寫
經
と
同
じ
く
「
（

）
三
寶
を
供
養
す
る
た
め
の
捨
身
」
の
一
種
で
あ
る
燒
身
供
養
に
お
い
て
も
、
同
樣
の
效
果
が
期
待
さ
れ

b

た
と
解
す
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
義
天
は
、
父
母
を
照
ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
香
油
・
錠
燭
等
の
布
施
（
②
象
徵
的
捨
身
）

に
滿
足
で
き
ず
、
よ
り
上
等
の
供
養
を
行
な
お
う
と
、
自
身
の
肉
體
に
火
を
燈
し
て
香
油
・
錠
燭
の
代
わ
り
と
す
る
こ
と
（
①
原
義
的
捨

身
）
で
、
苦
行
と
捨
身
の
功
德
を
追
加
し
、
よ
り
手
厚
い
追
善
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
、
義
天
自
身
を
取
り
卷
く
環
境
の
變
化
―
義
天
の
親
孝
行
實
踐
の
「
場
」
の
出
現

こ
れ
ま
で
の
檢
討
は
、
中
國
に
お
け
る
燒
身
供
養
を
槪
觀
す
る
と
と
も
に
、
燒
身
供
養
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
北
宋
時
代
の
中
國
佛
敎

界
と
義
天
の
思
想
的
交
流
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
先
に
第
二
の
要
因
と
し
て
提
示
し
た
、
義
天
自
身
を
取
り
卷
く
環
境
の
變
化
に
つ
い
て
論
ず
る
。
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宣
宗
二
年
四
月
に
念
願
で
あ
っ
た
北
宋
留
學
へ
向
か
っ
た
義
天
は
、
翌
年
六
月
に
歸
國
す
る
と
、
仁
睿
太
后
の
支
援
を
受
け
て
高
麗
に

お
け
る
天
台
宗
創
設
を
目
指
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
宣
宗
九
年
に
仁
睿
太
后
が
亡
く
な
る
と
天
台
宗
創
設
は
難
航
し
た
（
崔
柄
憲
一
九
八
六

參
照
）。
義
天
の
天
台
宗
創
設
が
軌
道
に
乘
っ
た
の
は
、
實
兄
の
鷄
林
公
熙
が
ク
ー
デ
タ
ー
（
李
資
義
の
亂
）
に
よ
り
獻
宗
（
在
位
一
〇

九
四
～
一
〇
九
五
）
を
廢
位
し
、
卽
位
し
て
肅
宗
と
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
卽
位
し
た
肅
宗
は
、
王
位
の
正
統
性
に
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
肅
宗
は
在
世
中
に
王
位
の
正
統
性
を
示

す
た
め
に
樣
々
の
政
策
を
實
施
し
た
が

、
な
か
で
も
先
祖
の
追
善
追
福
を
祈
り
、
祭
祀
を
司
る
こ
と
は
、
王
位
の
正
統
性
を
示
す
う
え

（21）

で
欠
か
せ
な
い
營
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
肅
宗
が
兩
親
の
追
悼
行
事
に
欠
か
さ
ず
臨
席
し
た
こ
と
に
着
目
す
る
。

文
宗
と
仁
睿
太
后
に
對
し
て
行
な
わ
れ
た
追
悼
行
事
を
『
高
麗
史
』
上
に
求
め
て
示
す
な
ら
ば
、
表
一
の
通
り
で
あ
る
。

年

文
宗
の
追
悼
行
事
記
事

年

仁
睿
太
后
の
追
悼
行
事
記
事

宣
宗
二
年

七
月
。
壬
子
。
以
文
宗
大
祥
、
幸
興
王
寺

肅
宗
元
年

九
月
。
庚
寅
。
王
以
仁
睿
太
后
忌
辰
道
場
、
如
國
淸

行
香
。

寺
行
香
、
兼
祭
眞
殿
、
以
爲
恆
式
。

宣
宗
四
年

七
月
。
己
巳
。
王
如
興
王
寺
。

肅
宗
二
年

九
月
。
甲
寅
。
王
如
國
淸
寺
。

肅
宗
元
年

七
月
。
丁
未
。
以
文
宗
忌
辰
道
場
、
如
興

肅
宗
三
年

九
月
。
己
酉
。
王
如
國
淸
寺
。

王
寺
行
香
。

肅
宗
二
年

七
月
。
辛
未
。
王
如
興
王
寺
。

肅
宗
四
年

九
月
。
癸
卯
。
王
如
國
淸
寺
。

肅
宗
三
年

七
月
。
丙
寅
。
王
如
興
王
寺
。

肅
宗
五
年

九
月
。
丁
卯
王
如
國
淸
寺
。
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肅
宗
四
年

七
月
。
辛
酉
。
王
如
興
王
寺
。

肅
宗
六
年

九
月
。
壬
戌
。
王
如
國
淸
寺
。

肅
宗
五
年

七
月
。
乙
酉
。
王
如
興
王
寺
。

肅
宗
七
年

九
月
。
丙
戌
。
王
以
仁
睿
太
后
忌
辰
道
場
、
幸
長
慶

寺
行
香
。

肅
宗
六
年

七
月
。
己
卯
。
王
如
興
王
寺
。

肅
宗
八
年

九
月
。
庚
辰
。
王
如
國
淸
寺
。

肅
宗
七
年

七
月
。
王
如
興
王
寺
。

肅
宗
九
年

九
月
。
甲
戌
。
遂
幸
國
淸
寺
。

肅
宗
八
年

七
月
。
丁
酉
。
王
如
興
王
寺
。

肅
宗
一
〇
年

三
月
。
癸
卯
。
王
如
國
淸
寺
、
置
仁
睿
太
后
願
成
金

塔
。

肅
宗
九
年

七
月
。
辛
卯
。
王
如
興
王
寺
。

肅
宗
一
〇
年

九
月
。
戊
戌
。
以
仁
睿
太
后
諱
辰
道
場
、
幸
長
慶
寺
。

肅
宗
一
〇
年

七
月
。
乙
卯
。
王
如
興
王
寺
。

肅
宗
一
六
年

七
月
。
壬
午
。
王
如
興
王
寺
。

（
表
一
）
以
上
の
出
典
は
全
て
『
高
麗
史
』
世
家
。
な
お
、
義
天
は
肅
宗
六
年
一
〇
月
に
亡
く
な
る
。

一
見
す
る
と
無
味
乾
燥
な
記
事
の
羅
列
で
あ
る
が
、『
高
麗
史
』
の
編
纂
方
針
に
着
目
す
る
こ
と
で
浮
き
彫
り
に
な
る
事
實
が
あ
る
。

國
王
の
參
加
し
な
い
行
事
は
煩
を
避
け
て
最
初
の
も
の
だ
け
記
錄
に
載
せ
、
そ
の
後
は
省
き
、
國
王
在
席
の
も
の
は
煩
を
避
け
ず
に
收
錄

す
る
の
が
、
朝
鮮
王
朝
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
高
麗
史
』
の
體
例
で
あ
る
（
『
高
麗
史
』
纂
修
高
麗
史
凡
例
）。
す
な
わ
ち
、
記
錄
が
散
逸

し
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
が
、『
高
麗
史
』
の
性
格
を
踏
ま
え
る
と
、
宣
宗
は
宣
宗
二
年
七
月
と
宣
宗
四
年
七
月
の
二
回
し
か
興
王

寺
で
行
な
わ
れ
た
文
宗
の
追
悼
行
事
に
臨
席
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
仁
睿
太
后
の
追
悼
行
事
に
關
し
て
は
一
度
も
實
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
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と
な
る
。
一
方
で
、
肅
宗
は
卽
位
す
る
と
文
宗
の
命
日
で
あ
る
七
月
一
八
日
と
仁
睿
太
后
の
命
日
で
あ
る
九
月
二
日
の
前
後
に
忌
辰
道
場

を
營
む
と
と
も
に
、
肅
宗
自
身
は
亡
く
な
る
ま
で
繼
續
し
て
兩
親
の
忌
辰
道
場
に
臨
席
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

兩
忌
辰
道
場
は
、
義
天
の
在
世
時
に
は
義
天
が
住
持
す
る
興
王
寺
と
國
淸
寺
（
い
ず
れ
も
首
都
の
開
城
に
所
在
）
で
行
な
わ
れ
た
こ
と

か
ら
、
義
天
が
主
管
し
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
「
靈
通
寺
碑
」
に
依
據
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
忌
辰
道
場
に
お
い
て
義
天

の
燒
身
供
養
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
肅
宗
の
治
世
に
お
い
て
義
天
が
父
母
の
命
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
は
、
國
家
的

行
事
の
一
環
と
し
て
肅
宗
臨
席
の
も
と
決
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

義
天
の
「
㋑
盂
蘭
盆
の
日
に
行
な
っ
た
燒
身
供
養
」
は
宣
宗
元
年
七
月
、
文
宗
の
命
日
付
近
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
入
宋
求
法
の
誓

い
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
目
的
を
果
た
し
て
歸
國
し
た
以
上
、
本
來
で
あ
れ
ば
義
天
は
二
度
と
燒
身
供
養
を
營
む
必
要
が
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
宣
宗
九
年
九
月
に
母
が
鬼
籍
に
入
り
、
父
母
の
忌
辰
道
場
は
肅
宗
代
一
代
に
か
け
て
國
王
が
臨
席
す
る
國
家
的
行

事
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
周
邊
環
境
の
變
化
を
う
け
て
「
思
い
を
窮
め
情
を
畢
く
し
」
た
（
前
出
「
靈
通
寺
碑
」）
義
天
は
、
餓
鬼
道
に

つ

迷
う
父
母
を
照
ら
し
救
濟
す
る
た
め
に
、
自
身
の
肉
體
に
火
を
燈
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
孝
槪
念
と
結

び
つ
い
た
義
天
の
燒
身
供
養
が
、
肅
宗
の
王
位
の
正
統
性
を
國
民
に
示
す
國
家
的
行
事
の
一
部
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
從
來
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
義
天
の
燒
身
供
養
に
つ
い
て
檢
討
し
、
義
天
の
思
想
に
お
け
る
北
宋
佛
敎
界
と
の
類
似
性

と
斷
絶
の
樣
相
の
一
端
を
示
し
た
。
義
天
は
周
圍
の
反
對
を
押
し
切
っ
て
北
宋
へ
留
學
し
、
現
地
の
數
多
の
善
知
識
と
直
接
交
流
す
る
こ

と
で
北
宋
佛
敎
界
の
潮
流
を
受
容
し
た
。
一
方
で
、
義
天
は
中
國
と
地
理
的
に
隔
絶
し
た
高
麗
で
生
涯
の
多
く
の
時
閒
を
過
ご
し
、
さ
ら

に
は
王
族
の
血
を
ひ
く
た
め
に
高
麗
の
政
治
變
動
の
影
響
か
ら
自
由
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
義
天
に
特
有
の
事
情
は
、
彼
の
燒

身
供
養
に
如
實
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

管
見
の
限
り
、
孝
の
實
踐
を
目
的
と
し
た
燒
身
供
養
の
在
り
方
を
檢
討
し
た
硏
究
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
。
義
天
の
燒
身
供
養
を
一
つ

の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、
今
後
更
な
る
事
例
の
發
見
と
檢
討
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
、
漢
字
文
化
圈
に
お
け
る
燒
身
供
養
の
傳
播
や
受

容
の
樣
相
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
捨
身
の
歷
史
に
お
い
て
、
盂
蘭
盆
の
日
に
燒
身
供
養
し
た
僧
侶
と
し
て
北
周
の
僧
崖
（
？
～

五
六
二
）
が
著
名
で
あ
る
。

ベ
ン
（
二
〇
〇
七
）
は
、
僧
崖
の
燒
身
供
養
は
人
前
で
燒
身
す
る
こ
と
で
佛
敎
へ
の
信
仰
心
を
觀
衆
に
惹
起
さ
せ
よ
う
と
目
論
ん
だ
あ
る

種
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
り
、
僧
崖
が
盂
蘭
盆
の
日
を
燒
身
供
養
の
決
行
日
に
選
定
し
た
の
は
、
大
勢
の
人
が
集
ま
る
日
で
あ
っ
た
た

め
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
國
家
行
事
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
た
義
天
の
燒
身
供
養
に
も
、
觀
衆
を
集
め
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
一

面
が
あ
っ
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
唐
・
宗
密
の
登
場
以
前
に
盂
蘭
盆
の
日
に
決
行
さ
れ
た
僧
崖
の
燒
身
供
養
は
、
孝
と
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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齋
藤
智
寛
（
二
〇
二
一
）
は
僧
崖
の
燒
身
供
養
の
目
的
と
し
て
①
佛
道
へ
の
決
意
を
示
す
た
め
（
「
（

）
求
法
の
決
意
を
し
め
す
捨
身
」

c

と
對
應
）、
②
贖
罪
と
代
受
苦
（
「（

）
他
者
を
救
助
す
る
た
め
の
捨
身
」
と
對
應
）、
の
二
點
を
提
示
し
て
い
る
。

a

一
方
、
義
天
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
日
本
に
目
を
向
け
る
と
、『
左
經
記
』
と
『
小
記
目
錄
』
に
は
萬
壽
三
年
（
一
〇
二
六
）
の
盂
蘭
盆
の

日
に
藥
王
品
尼
と
稱
さ
れ
る
人
物
が
鳥
邊
野
（
京
都
）
に
お
い
て
燒
身
供
養
を
し
た
こ
と
が
、『
百
鍊
抄
』
に
は
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）

の
盂
蘭
盆
の
日
に
船
岡
野
（
京
都
）
に
お
い
て
燒
身
供
養
を
行
な
っ
た
僧
侶
が
い
た
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
（
時
田
榮
子
氏

の
御
敎
示
に
よ
る
）。
盂
蘭
盆
の
日
に
決
行
さ
れ
た
こ
の
二
例
の
燒
身
供
養
の
動
機
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
孝
槪
念

と
關
係
が
あ
る
の
か
、
現
時
點
で
筆
者
は
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
燒
身
供
養
の
傳
播
と
受
容
を
考
究
す
る
う
え
で
留
意
す
べ
き
事
例
で
あ

ろ
う
。
後
考
を
俟
つ
。

注
（
１
）
孝
と
佛
敎
の
問
題
を
論
じ
た
古
典
硏
究
と
し
て
道
端
良
秀
（
一
九
八
五
）
が
あ
り
、
そ
の
後
、
木
村
淸
孝
（
二
〇
〇
一
）
、
吉
川

忠
夫
（
二
〇
〇
二
）、
船
山
徹
（
二
〇
一
九
）
等
が
議
論
を
深
化
さ
せ
た
。

（
２
）
義
天
の
生
涯
を
包
括
的
に
扱
っ
た
硏
究
と
し
て
は
内
藤
雋
輔
（
一
九
六
一
）、
大
屋
德
城
（
一
九
八
八
）
參
照
の
こ
と
。

（
３
）
捨
身
や
燒
身
供
養
の
硏
究
史
に
つ
い
て
は
林
鳴
宇
（
二
〇
〇
五
）
と
船
山
徹
（
二
〇
一
九
：
三
九
二
～
三
九
三
）
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。

（
４
）
同
じ
『
華
嚴
經
』
に
基
づ
く
燒
身
供
養
で
も
、
本
稿
で
扱
う
義
天
の
燒
身
供
養
は
、
入
法
界
品
に
基
づ
く
求
法
の
た
め
の
も
の
で
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あ
る
の
に
對
し
、
六
朝
時
代
に
お
け
る
普
圓
一
門
と
僧
崖
の
燒
身
供
養
は
、
徹
底
し
た
布
施
行
と
殺
生
の
禁
止
を
説
く
『
華
嚴
經
』

十
廻
向
品
に
基
づ
い
た
代
受
苦
の
た
め
の
燒
身
供
養
の
事
例
で
あ
る
。『
華
嚴
經
』
十
廻
向
品
と
燒
身
供
養
の
關
係
に
關
し
て
は

齋
藤
智
寛
（
二
〇
二
一
：
七
二
～
七
五
）
參
照
の
こ
と
。

（
５
）
四
明
知
禮
の
燒
身
供
養
に
關
し
て
は
、
池
田
魯
參
（
一
九
八
六
：
一
九
八
～
一
九
九
、
二
二
〇
～
二
二
三
）
參
照
の
こ
と
。
知
禮

一
門
や
遵
式
及
び
遵
式
一
門
の
燒
身
供
養
に
關
し
て
は
、
林
鳴
宇
（
二
〇
〇
五
：
三
三
九
～
三
四
一
）
參
照
の
こ
と
。

（
６
）
複
合
型
捨
身
と
し
て
の
燒
身
供
養
の
一
例
と
し
て
、
宋
代
に
行
な
わ
れ
た
祈
雨
の
た
め
の
燒
身
供
養
が
擧
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は

「
（

）
三
寶
を
供
養
す
る
」
こ
と
で
「
（

）
他
者
を
救
濟
す
る
」
と
い
う
、
隋
唐
ま
で
の
目
的
・
動
機
の
延
長
と
し
て
理
解
す

b

a

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
傳
統
的
に
漢
譯
佛
典
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
『
大
方
便
佛
報
恩
經
』
で
は
あ
る
が
、
實
の
と
こ
ろ
失
譯
で
な
く
中
國
編
纂
佛
典
（
僞

經
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
船
山
徹
（
二
〇
一
六
）
に
よ
り
論
證
さ
れ
た
。

（
８
）
儒
敎
に
お
い
て
、
嚴
密
に
は
規
範
か
ら
外
れ
つ
つ
も
、
一
般
的
に
は
孝
行
の
鑑
と
し
て
稱
贊
さ
れ
た
の
が
、
身
體
を
弱
ら
せ
損
な

う
こ
と
で
父
母
を
亡
く
し
た
哀
し
み
を
表
現
す
る
「
哀
毀
」
や
「
毀
瘠
」
と
い
っ
た
行
爲
で
あ
る
（
村
田
み
お
二
〇
一
三
：
二
〇

一
）。

（
９
）
贊
寧
『
宋
高
僧
傳
』
卷
二
三
、
定
蘭
傳
（
大
正
五
〇
・
八
五
六
中
）「
定
蘭
、
姓
楊
氏
、
成
都
人
也
。
本
闤
闠
閒
兇
惡
屠
沽
類
。

天
與
厥
性
、
悔
往
前
非
、
誓
預
六
和
、
化
行
三
蜀
。
…
（
中
略
）
…
而
父
母
早
亡
、
無
資
可
以
追
往
、
每
遇
諱
辰
、
蘭
悲
哭
咽
絶
。

輒
裸
露
入
靑
城
山
、
縱
蚊
蚋
䗈
蠅
唼
咋
膚
體
、
且
云
「
捨
内
財
也
、
用
答
劬
勞
。」」

（

）
贊
寧
『
宋
高
僧
傳
』
卷
二
三
、
定
蘭
傳
（
大
正
五
〇
・
八
五
六
中
）「
蜀
中
有
黑
白
蟆
、
形
如
粟
、

人
口
及
肉
、
而
少
見
者
。

10

□
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次
則
刺
血
寫
經
。
後
則
煉
臂
、
至
于
拔
耳
剜
目
、
餧
飼
鷙
鳥
猛
獸
。
既
而
行
步
非
扶
導
而
觸
物
顚
躓
。
…
（
中
略
）
…
常
謂
人
曰

「
吾
聞
『
善
戒
經
』
中
名
爲
無
上
施
、
吾
願
勤
行
、
速
要
上
果
矣
。」
大
中
三
年
、
宣
宗
詔
入
内
供
養
。
仰
其
感
應
之
故
以
優
禮

奉
之
。
弟
子
有
緣
、
恆
執
事
左
右
。（
大
中
）
六
年
二
月
中
、
又
願
焚
然
肩
膊
。
帝
累
觀
勉
、
年
耆
且
務
久
長
修
煉
。
蘭
不
奉
詔
、

遂
焚
焉
而
絶
。」

（

）「
靈
通
寺
碑
」
に
は
義
天
が
北
宋
に
お
い
て
交
流
し
た
高
僧
は
五
〇
人
余
り
で
あ
っ
た
と
い
う
（
原
文
：
「
所
遇
高
僧
五
十
餘
人
、

11

亦
皆
咨
問
法
要
。
」）
が
、
こ
の
數
字
は
史
實
を
正
確
に
記
し
て
い
る
と
理
解
す
る
よ
り
は
、『
華
嚴
經
』
入
法
界
品
に
お
い
て
善

財
童
子
が
五
三
人
の
善
知
識
を
訪
ね
た
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
た
方
が
よ
か
ろ
う
。

（

）
義
天
の
渡
宋
に
つ
い
て
は
崔
柄
憲
（
一
九
九
一
）
が
古
典
的
硏
究
で
あ
る
。

12
（

）『
高
麗
史
節
要
』
卷
六
、
宣
宗
三
年
六
月
條
「
釋
煦
還
自
宋
。
初
、
煦
至
宋
、
帝
引
見
于
垂
拱
殿
、
待
以
客
禮
、
寵
數
渥
縟
。
煦

13

請
遊
方
問
法
、
詔
以
主
客
員
外
郞
楊
傑
爲
館
伴
、
至
吳
中
諸
寺
、
皆
迎
餞
如
王
臣
禮
。
王
上
表
乞
令
還
國
、
詔
許
東
還
。
煦
至
禮

成
江
、
王
奉
太
后
、
出
奉
恩
寺
以
待
。
其
迎
迓
導
儀
之
盛
、
前
古
無
比
。
煦
獻
釋
典
及
經
書
一
千
卷
、
又
於
興
王
寺
奏
置
敎
藏
都

監
、
購
書
於
遼
・
宋
・
日
本
、
多
至
四
千
卷
、
悉
皆
刊
行
。」

（

）
文
宗
は
文
宗
三
七
年
七
月
辛
酉
（

）
に
亡
く
な
る
。
文
宗
三
七
年
七
月
は
甲
辰
（

）
が
朔
な
の
で
、
七
月
辛
酉
は
一
八
日
に

14

58

41

當
た
る
。
ま
た
仁
睿
太
后
は
宣
宗
九
年
九
月
壬
午
（

）
に
亡
く
な
る
。
宣
宗
九
年
九
月
は
辛
巳
（

）
が
朔
な
の
で
、
九
月
壬

19

18

午
は
二
日
に
當
た
る
。

（

）
元
照
は
南
山
律
の
復
興
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
天
台
敎
觀
を
傳
持
し
、
北
宋
を
代
表
す
る
淨
土
敎
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
天
台

15

敎
學
に
つ
い
て
は
慧
才
・
處
謙
か
ら
學
ん
で
い
る
。
元
照
に
關
し
て
は
佐
藤
成
順
（
二
〇
〇
一
）、
佐
藤
成
順
（
二
〇
一
九
）、
吉
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水
岳
彦
（
二
〇
一
五
）
參
照
の
こ
と
。

（

）

義
天
「
至
本
國
境
上
乞
罪
表
」（
『
大
覺
國
師
文
集
』
卷
八
、
表
四
）「
涉
萬
里
之
洪
波
、
參
百
城
之
善
友
、
備
尋
眞
敎
、
全
賴
聖

16

威
、
以
至
慈
恩
・
賢
首
之
宗
、
台
嶺
・
南
山
之
旨
。」

（

）『
資
持
記
』
卷
中
一
下
、
殺
戒
（
大
正
四
〇
・
二
八
五
上
）
參
照
。
ま
た
、
湛
然
の
見
解
は
『
法
華
文
句
記
』
卷
一
〇
下
（
大
正

17

三
四
・
三
五
四
下
）
參
照
の
こ
と
。

（

）
義
天
「
講
『
蘭
盆
經
』
發
辭
」（
『
大
覺
國
師
文
集
』
卷
三
、
辭
）「
便
説
『
梵
綱
菩
薩
大
戒
』
云
「
孝
順
父
母
・
師
僧
・
三
寶
、

18

孝
順
至
道
之
法
。
孝
名
爲
戒
。」
乃
至
廣
説
十
重
四
十
八
輕
者
。
此
是
稱
性
大
戒
、
孝
之
極
也
。
若
乃
曲
順
機
宜
、
流
光
末
葉
者
、

今
此
蘭
盆
、
實
爲
其
要
。」

（

）
な
お
、
義
天
の
『
梵
網
經
』
理
解
は
原
典
か
ら
乖
離
し
て
い
る
。
義
天
の
引
用
し
た
『
梵
網
經
』
の
前
後
の
箇
所
は
「
爾
時
釋
迦

19

牟
尼
佛
初
坐
菩
提
樹
下
、
成
無
上
覺
、
初
結
菩
薩
波
羅
提
木
叉
、
孝
順
父
母
・
師
僧
・
三
寶
、
孝
順
至
道
之
法
。
孝
名
爲
戒
、
亦

名
制
止
。
」（
大
正
二
四
・
一
〇
〇
四
中
）
で
あ
る
。「
制
止
」（
惡
業
の
抑
止
）
は
通
常
の
戒
律
用
語
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
通

常
「
戒
」
と
「
孝
」
と
を
同
じ
も
の
と
は
見
な
さ
な
い
。『
梵
網
經
』
は
別
の
箇
所
で
「
孝
」
を
「
孝
順
」
と
も
表
現
す
る
の
で
、

「
孝
を
名
づ
け
て
戒
と
爲
す
（
孝
名
爲
戒
）
」
は
「
孝
順
を
戒
と
名
づ
け
る
」
と
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
通
常
「
戒
」
と
譯
す

原
語
「
シ
ー
ラ
」（
習
慣
的
行
爲
、
道
德
的
行
爲
の
意
）
を
「
孝
順
」
と
譯
す
文
獻
に
、
失
譯
『
那
先
比
丘
經
』（
大
正
三
二
・
六

九
七
上
、
七
七
七
中
）
が
あ
る
。『
那
先
比
丘
經
』
の
譯
例
は
、「
孝
を
名
づ
け
て
戒
と
爲
す
」
の
背
景
に
あ
る
語
例
で
あ
る
（
以

上
、
船
山
徹
二
〇
一
七
：
四
八
五
）。

（

）『
盂
蘭
盆
經
』
の
特
徵
に
つ
い
て
は
小
南
一
郞
（
二
〇
〇
三
）
參
照
の
こ
と
。

20
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（

）
肅
宗
が
王
位
の
正
統
性
を
示
す
た
め
に
實
施
し
た
政
策
と
し
て
は
、
詹
事
府
の
創
設
、
南
京
建
設
、
道
詵
へ
の
王
師
號
追
贈
、
海

21

東
通
寶
の
鑄
造
、
對
女
眞
戰
爭
の
實
施
等
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
主
要
參
考
文
獻
一
覽
】

（
日
本
語
）

池
田
魯
參
（
一
九
八
六
）「
四
明
知
禮
の
生
涯
と
著
述
」『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』
一
〇
〇

大
屋
德
城
（
一
九
八
八
）『
大
屋
德
城
著
作
選
集
７

高
麗
續
藏
雕
造
攷
』
國
書
刊
行
會
（
原
載
『
高
麗
續
藏
雕
造
攷
』
便
利
堂
、
一
九

三
七
年
）

木
村
淸
孝
（
二
〇
〇
一
）「
中
國
佛
敎
に
お
け
る
「
孝
」
の
倫
理
の
受
容
」『
東
ア
ジ
ア
佛
敎
思
想
の
基
礎
構
造
』
春
秋
社

小
南
一
郞
（
二
〇
〇
三
）「
「
盂
蘭
盆
經
」
か
ら
「
目
連
變
文
」
へ
―
講
經
と
語
り
物
文
藝
と
の
あ
い
だ
―
（
上
）」『
東
方
學
報
』
京
都
、

七
五

小
南
一
郞
（
二
〇
〇
四
）「
「
盂
蘭
盆
經
」
か
ら
「
目
連
變
文
」
へ
―
講
經
と
語
り
物
文
藝
と
の
あ
い
だ
―
（
下
）
」『
東
方
學
報
』
京
都
、

七
六

齋
藤
智
寬
（
二
〇
二
一
）「
釋
僧
崖
の
生
涯
―
菩
薩
行
と
し
て
の
捨
身
行
」『
集
刊
東
洋
學
』
一
二
五

佐
藤
成
順
（
二
〇
〇
一
）『
宋
代
佛
敎
の
硏
究
―
元
照
の
淨
土
敎
』
山
喜
房
佛
書
林

佐
藤
成
順
（
二
〇
一
九
）『
續
宋
代
佛
敎
史
の
硏
究
』
山
喜
房
佛
書
林
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崔
柄
憲
（
一
九
八
六
）

崔
柄
憲
著
、
平
木
實
譯
「
大
覺
國
師
義
天
の
天
台
宗
創
立
と
佛
敎
界
の
改
編
」『
朝
鮮
學
報
』
一
一
八

内
藤
雋
輔
（
一
九
六
一
）「
高
麗
の
大
覺
國
師
に
關
す
る
硏
究
」『
朝
鮮
史
硏
究
』
東
洋
史
硏
究
會

名
畑
應
順
（
一
九
三
一
）「
支
那
中
世
に
於
け
る
捨
身
に
就
い
て
」『
大
谷
學
報
』
一
二
（
二
）

船
山
徹
（
二
〇
一
七
）『
東
ア
ジ
ア
佛
敎
の
生
活
規
則
梵
網
經
―
最
古
の
形
と
發
展
の
歷
史
―
』
臨
川
書
店

船
山
徹
（
二
〇
一
九
）「
捨
身
の
思
想
―
極
端
な
佛
敎
行
爲
」『
六
朝
隋
唐
佛
敎
展
開
史
』
法
藏
館
（
論
文
初
出
二
〇
〇
二
年
）

道
端
良
秀
（
一
九
八
五
）『
中
國
佛
敎
史
全
集
第
九
卷

中
國
佛
敎
と
儒
敎
倫
理
孝
と
の
交
涉

』
書
苑
（
原
載
『
佛
敎
と
儒
敎
倫
理
』
平

樂
寺
書
店
、
一
九
六
八
年
）

麥
谷
邦
夫
（
二
〇
一
八
）「
道
敎
に
お
け
る
眞
父
母
の
槪
念
と
孝
」『
六
朝
隋
唐
道
敎
思
想
硏
究
』
岩
波
書
店
（
論
文
初
出
二
〇
〇
二
年
）

村
田
み
お
（
二
〇
一
三
）「
血
字
經
の
淵
源
と
意
義
」『
中
國
思
想
史
硏
究
』
三
四

吉
川
忠
夫
（
二
〇
〇
二
）「
孝
と
佛
敎
」『
中
國
中
世
社
會
と
宗
敎
』
道
氣
社

吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
（
二
〇
一
〇
）『
高
僧
傳
』（
四
）
岩
波
文
庫

吉
水
岳
彦
（
二
〇
一
五
）『
靈
芝
元
照
の
硏
究
―
宋
代
律
僧
の
淨
土
敎
』
法
藏
館

林
鳴
宇
（
二
〇
〇
五
）「
燒
身
供
養
略
攷
（
特
集
：
古
代
東
ア
ジ
ア
の
佛
敎
）」『
東
洋
文
化
硏
究
』
七

（
英
語
）

ベ
ン
（
二
〇
〇
七
）Jam

es
A

.Benn,Burning
for

the
Buddha:Self-im

m
olation

in
Chinese

Buddhism
,H

onolulu:U
niversity

of

H
aw

ai’iPress,2007.
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キ
ー
シ
ュ
ニ
ッ
ク
（
二
〇
〇
一
）John

K
ieschnick,Blood

W
riting

in
C

hinese
Buddhism

,Journalofthe
InternationalA

ssociation
of

BuddhistStudies,23/2,2001,pp.177-194.

（
中
國
語
）

船
山
徹
（
二
〇
一
六
）

船
山
徹
著
、
王
招
國
（
定
源
）
譯
「
《
大
方
便
佛
報
恩
經
》
編
纂
所
用
的
漢
譯
經
典
」『
佛
敎
文
獻
硏
究
』
二

（
朝
鮮
語
）

崔
柄
憲
（
一
九
九
一
）

의
와

의

「
大
覺
國
師
義
天

渡
宋
活
動

高
麗
・
宋

佛
敎
交
流
―

와
의
관
계
를
중
심
으
로

晉
水
淨
源
・
慧
因
寺

」

の

と

の

と

の

關

係

を

中

心

に

『
震
檀
學
報
』
七
一
、
七
二


